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豊明市建設工事請負業者選定基準要領

（平成１３年９月２６日決裁）

（趣旨）

第１条 豊明市工事施行に関する取扱要領（平成元年３月３０日決裁。以下

「取扱要領」という。）に定める指名選定の基準は、取扱要領に定めるほか、

この要領による。

（指名選定基準）

第２条 指名選定については、豊明市建設工事請負業者格付要領（平成１３年

９月２６日決裁）第４条の格付表に基づき第３条の発注基準による業者の中

から選定する。

２ 工事の執行上必要がある場合は、指名業者の上位等級又は直近下位等級 

に格付された者から選定することができる。

３ 市内に本店及び支店、又は営業所を有する業者は、前項にかかわらず上位

等級の発注基準で選定することができる。ただし、Ｂ等級においては、特定

建設業許可業者は、本来の格付けで定められている金額の範囲の３倍、一般

建設業許可業者は、２倍を限度とする。

４ 前年度において１等級下位の等級に属する市内に本店及び支店、又は営業

所を有する業者で豊明市建設工事成績評定要領（平成１４年１月２９日決裁）

に定める成績評定が普通より低い場合は、前項の規定は適用しない。

（発注基準）

第３条 格付した各等級別の発注基準は、別表第１のとおりとする。

（選定基準の特例）

第４条 次の各号の１に該当する工事は、当該等級の区分にかかわらず業者を

選定することができる。

（１） 特殊な機械又は技術を必要とする工事

（２） 災害時における応急復旧工事

（３） 随意契約に係る工事

（４） その他、特別な事由があると市長が認めた工事

（指名運用基準）

第５条 指名選定する場合の基準は、別表第２のとおり定める。
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附 則

この要領は、平成１３年１０月１日から施行する。

（省略）

附 則

この要領は、平成２７年９月１日から施行する。
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別表第１（第３条関係）

等
級

設  計  金  額

土木一式工事 建築一式工事 その他工事

Ａ １ 億 円 以 上 １ 億 円 以 上 １ 億 円 以 上

Ｂ
１ 億 円 未 満

３，０００万円以上

１ 億 円 未 満

４，５００万円以上

１ 億 円 未 満

３，０００万円以上

Ｃ ３，０００万円未満 ４，５００万円未満 ３，０００万円未満
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別表第２（第５条関係）

指 名 運 用 基 準

項 目 内        容

１ 不誠実な行

為の有無

次の事項に該当する場合は、指名しないこと。

（１） 豊明市指名停止取扱要領（平成１２年１１月１３

日決裁）に基づく指名停止期間中であること。

（２） 本市発注の工事等に係る契約に関し、次に掲げる

事項に該当し、当該状態が継続していることから、

契約者として不適当であると認められること。

ア 契約書に基づく関係者に関する措置要求に契約者

が従わないこと等契約の履行が不誠実であること。

イ 一括下請、下請代金の支払遅延、特定資材等の購

入強制等について、関係行政機関からの情報により

契約者の下請契約関係が不適切であることが明確で

あること。

（３） 前各号に定めるもののほか、契約者として不適当

であると認められること。

２ 経営状況 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引

停止等の事実があり、経営状況が著しく不健全である場合

は指名しないこと。

３ 工事成績 （１） 豊明市建設工事成績評定要領に定める成績評定（以

下「工事成績」という。）が、前年度において、普通

より低い場合は指名しないことができること。

（２） 工事成績の平均が前年度において良好以上である

場合は、他に優先して指名できること。

（３） 前各号で定めるもののほか、当該年度における工

事成績について総合的に勘案すること。

４ 地理的条件  本店の所在地及び当該地域での工事実績等からみて、当

該地域における施工特性に精通し、工種及び工事規模等に

応じて当該工事等を確実かつ円滑に実施できる体制が確保

できると認められる場合は、他に優先して指名できること。

５ 社会貢献度 技術と経営及び障害者雇用等の優れた業者の促進を図

り、又、品質の確保に効果的なＩＳＯ取得の促進を図るた

め取得業者を優先して指名できること。

６ 手持ち工事

等の状況

手持ち工事等の件数、金額、進捗状況等からみて、当該

工事等を施工する能力があるかどうかを総合的に勘案す

る。

７ 技術的適性 次の事項に該当するかどうかを総合的に勘案すること。

（１） 当該工事等と同種工事等について相当の施工実績

があること。

（２） 当該工事等の施工に必要な施工管理、品質管理等
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の技術的水準と同程度と認められる技術的水準の施

工実績があること。

（３） 地形、地質等自然的条件、周辺環境条件等当該工

事等の作業条件と同等と認められる施工実績がある

こと。

（４） 発注予定種別に応じて、当該工事等を施工するに

足りる有資格技術社員が確保できると認められるこ

と。

（５） 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第１６条

に規定する下請契約を締結することが予想される工

事にあっては、同法第３条に規定する特定建設業の

許可及び同法第２７条の１８第 1 項の規定による監
理技術者資格者証の交付を受けている者を有してい

ること。

８ 安全管理及

び労働福祉の

状況

（１） 次の事項に該当する場合は、指名しないこと。

ア 安全管理の改善に関し労働基準監督署等からの指

導があり、これに対する改善を行わない状態が継続

している場合であって明らかに契約者として不適当

と認められるとき。

イ 賃金不払いに関し労働基準監督署等からの指導が

あり、当該状況が継続している場合であって明らか

に契約者として不適当と認められるとき。

（２） 建設業退職金共済組合又は中小企業退職金共済事

業団との退職金共済契約を締結し、適正に実行して

いる等労働福祉の状況を総合的に勘案すること。


